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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療画像におけるアトラス登録を可能とするためのシステムであって、前記アトラス登
録は、医療画像に医療アトラスをマッチングするステップを有し、前記システムは、
　前記医療アトラスを定義するアトラスデータにアクセスするための第１の入力インタフ
ェースと、
　前記医療画像の画像データにアクセスするための第２の入力インタフェースと、
　プロセッサと、
を有し、前記プロセッサは、
　前記医療画像に前記医療アトラスをマッチングするためのモデルを学習するための強化
学習アルゴリズムを実行するよう構成され、前記学習は、前記医療アトラスと前記医療画
像との間のマッチングの度合いを定量化する報酬関数に基づくものであり、前記プロセッ
サは更に、
　前記アトラスデータと、前記画像データと、から抽出された特徴のセットに基づいて、
前記強化学習アルゴリズムについての状態空間を決定し、
　前記医療アトラスに適用されるために利用可能な変換動作の所定のセットに基づいて、
前記強化学習アルゴリズムのための動作空間を決定する
よう構成され、前記動作空間は、種々のレベルに構造化され、
　前記種々のレベルのそれぞれは、前記変換動作のサブセットを有し、前記種々のレベル
は、変換動作の階層を形成し、前記強化学習アルゴリズムによる変換動作のシーケンスの
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選択が、前記階層における下向きの進行に制約された、システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、機械学習アルゴリズムを用いて、前記アトラスデータ及び前記画像
データから抽出されるべき特徴のセットを学習するよう構成された、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記アトラスデータ及び前記画像データに畳み込みニューラルネッ
トワーク又はオートエンコーダを適用して前記特徴のセットを決定するよう構成された、
請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記動作空間は、前記階層において上向きの、より制約の少ない変換動作と、前記階層
において下向きの、より制約の多い変換動作と、を有するよう階層構造化された、請求項
１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、機械学習アルゴリズムを用いて又は所定の経験則を用いて、前記動
作空間の前記階層構造化を実行するよう構成された、請求項１乃至４のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項６】
　前記プロセッサは、変換動作の前記階層における現在のレベルに更に基づいて、前記強
化学習アルゴリズムのための前記状態空間を決定するよう構成された、請求項１、４又は
５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記医療アトラスに適用されるために利用可能な変換動作の所定のセットは、前記アト
ラスデータにより定義された、請求項１、４、５又は６のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記医療アトラスにおける目印を定義する目印データに更に基づい
て、前記強化学習アルゴリズムのための状態空間を決定するよう構成された、請求項１乃
至７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記強化学習アルゴリズムは、深層強化学習アルゴリズムである、請求項１乃至８のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のシステムを有するワークステーション。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のシステムにより生成される医療画像におけるア
トラス登録のためのモデルを表す持続性又は非持続性データを有する、コンピュータ読み
取り可能な媒体。
【請求項１２】
　医療画像におけるアトラス登録を可能とする方法であって、前記アトラス登録は、医療
画像に医療アトラスをマッチングするステップを有し、前記方法は、
　前記医療アトラスを定義するアトラスデータにアクセスするステップと、
　前記医療画像の画像データにアクセスするステップと、
　前記医療画像に前記医療アトラスをマッチングするためのモデルを学習するための強化
学習アルゴリズムを実行するステップであって、前記学習は、前記医療アトラスと前記医
療画像との間のマッチングの度合いを定量化する報酬関数に基づくものであるステップと
、
　前記アトラスデータと、前記画像データと、から抽出された特徴のセットに基づいて、
前記強化学習アルゴリズムについての状態空間を決定するステップと、
　前記医療アトラスに適用されるために利用可能な変換動作の所定のセットに基づいて、
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前記強化学習アルゴリズムのための動作空間を決定するステップであって、前記動作空間
は、種々のレベルに構造化されたステップと、
を有し、前記種々のレベルのそれぞれは、前記変換動作のサブセットを有し、前記種々の
レベルは、変換動作の階層を形成し、前記強化学習アルゴリズムによる変換動作のシーケ
ンスの選択が、前記階層における下向きの進行に制約された、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法をプロセッサシステムに実行させるための命令を表す持続性又
は非持続性データを有する、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療撮像におけるアトラス登録を可能とするためのシステム及び方法に関す
る。本発明は更に、該システムを有するワークステーションに関する。本発明は更に、該
方法をプロセッサシステムに実行させるための命令を有するコンピュータ読み取り可能な
媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療画像に医療アトラス（atlas）を登録することにより、患者の医療画像のグラフィ
カルな注記又はセグメント化を提供することは知られている。例えば、医療アトラスは、
特定の視野（ＦＯＶ）についての、例えば組織の境界輪郭の記述のような、組織の幾何学
的な記述を有し得る。しかしながら、患者は異なる形状及びサイズの組織を持つため、医
療画像は患者によって大きく異なり得る。そのため、医療画像に医療アトラスを登録する
ことは、簡単でない作業であると考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　数学的には、医療アトラス登録は、最適化問題として記述されることができ、マッチン
グ関数により医療画像への最適な登録を提供する医療アトラスの変形、又は変形のセット
を定義する、モデルのパラメータ値のセットが決定される必要がある。斯かる医療アトラ
ス登録における核となる課題のひとつは、殆どのマッチング関数について、医療アトラス
と医療画像との間の完全な整合のみが、完全なマッチングをもたらすという事実に起因す
ると認識されている。インクリメンタルな改善は、誤りをもたらすものであり得る。即ち
、最適化問題は一般に凸ではない。そのため、傾斜降下最適化器は、局所極小に「捕捉」
される見込みが高い。同時に、全てのとり得る（個々の）変形（のシーケンス）は、数学
的に困難な問題であるため実行可能ではない。
【０００４】
　以上の問題に対するとり得る方法は、Erik Breschらによる論文「Region segmentation
 in the frequency domain applied to upper airway real-time magnetic resonance im
ages」（ Medical Imaging, IEEE Transactions on 28.3 (2009) 323-338）に記載されて
いる。ここでは、人間の声道の正中縦断ＭＲＩスキャンについてのアトラス登録の方法が
記載され、該方法は該アトラスの制約された変換の階層を利用する。これにより、マッチ
ング整合が達成され得なくなるまで、最初に粗い大きなスケールの整合が実行され、その
後にのみ、粒度の細かいワーピングが実行される。該論文においては、一連の４つの別個
の、次第に制約されなくなるワーピング操作が利用される。変換空間の当該一時的な制約
は、最適化問題のエネルギー状況の平滑化に導くと言われ、局所極小に「捕捉」されるリ
スクを軽減する。
【０００５】
　しかしながら、上記の論文において提案された方法は、経験的にのみ調整された帰納的
な構成要素を持つ、当該特定のアトラスについてのみ設計されたものである。異なるアト
ラスのマッチング問題に同様の手法を適用することは、低速で煩わしいタスクとなる。
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【０００６】
　Tayebeh Lotfi Mahyariによる修士論文「Uncertainty in Probabilistic Image Regist
ration』は、３．５節において、反復的な画像登録手順をガイドするため強化学習を利用
することを記載している。更に、Tayebeh Loftiらによる「Improving Probabilistic Ima
ge Registration via Reinforcement Learning and Uncertainty Evaluation」と題され
た文献は、空間的な変換に対して確率分布を割り当てることを含む確率的画像登録のため
の枠組みを記載している。
【０００７】
　深層ニューラルネットワークにおける技術的な背景は、De Brebisson Alexandreらによ
る「Deep neural networks for anatomical brain segmentation」（2015年6月7日）から
得られる。自動エンコーダにおける技術的な背景は、Vaidhya Kiranらによる「Multi-mod
al Brain Tumor Segmentation Using Stacked Denoising Autoencoders」（2015年10月5
日）から得られる。（深層）強化学習における技術的な背景は、「Human-level control 
through deep reinforcement learning」（Nature、2015年2月26日）及びチュートリアル
「Reinforcement Learning: A Tutorial Scope of Tutorial」（1996年1月1日）から得ら
れる。
【０００８】
　医療画像におけるアトラス登録のためのモデルを生成するための、改善されたシステム
及び方法を持つことは有利となり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、医療画像におけるアトラス登録を可能とするためのシステムで
あって、前記アトラス登録は、医療画像に医療アトラスをマッチングするステップを有し
、前記システムは、
  前記医療アトラスを定義するアトラスデータにアクセスするための第１の入力インタフ
ェースと、
  前記医療画像の画像データにアクセスするための第２の入力インタフェースと、
  プロセッサと、
を有し、前記プロセッサは、
  前記医療画像に前記医療アトラスをマッチングするためのモデルを学習するための強化
学習アルゴリズムを実行するよう構成され、前記学習は、前記医療アトラスと前記医療画
像との間のマッチングの度合いを定量化する報酬関数に基づくものであり、前記プロセッ
サは更に、
  前記アトラスデータと、前記画像データと、から抽出された特徴のセットに基づいて、
前記強化学習アルゴリズムについての状態空間を決定する
よう構成されたシステムを提供する。本発明の更なる態様は、該システムを有するワーク
ステーションを提供する。本発明の更なる態様は、該システムにより生成される医療画像
におけるアトラス登録のためのモデルを表す非持続性又は持続性データを有する、コンピ
ュータ読み取り可能な媒体を提供する。
【００１０】
　本発明の更なる態様は、医療画像におけるアトラス登録を可能とする方法であって、前
記アトラス登録は、医療画像に医療アトラスをマッチングするステップを有し、前記方法
は、
  前記医療アトラスを定義するアトラスデータにアクセスするステップと、
  前記医療画像の画像データにアクセスするステップと、
  前記医療画像に前記医療アトラスをマッチングするためのモデルを学習するための強化
学習アルゴリズムを実行するステップであって、前記学習は、前記医療アトラスと前記医
療画像との間のマッチングの度合いを定量化する報酬関数に基づくものであるステップと
、
  前記アトラスデータと、前記画像データと、から抽出された特徴のセットに基づいて、



(5) JP 6510150 B1 2019.5.8

10

20

30

40

50

前記強化学習アルゴリズムについての状態空間を決定するステップと、
を有する方法を提供する。
【００１１】
　以上の手法は、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）、超音波（Ｕ
Ｓ）、陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ）等のような、撮像モダリティにより取得された、患
者の医療画像の画像データにアクセスすることを含む。更に、医療アトラスを定義するア
トラスデータがアクセスされる。斯かる定義は、医療アトラス生成の分野において、それ
自体知られた態様であり得る。例えば、アトラスデータは、組織の境界輪郭の幾何学的な
記述を有しても良い。他の例は、医療アトラスがテンプレート画像であり得、アトラスデ
ータがテンプレート画像データであり得る場合である。
【００１２】
　医療アトラスを医療画像にマッチングするためのモデルは、強化学習（ＲＬ）アルゴリ
ズムを用いて学習される。強化学習アルゴリズムは機械学習の分野においてそれ自体が知
られており、状態空間を定義する環境状態のセットと、動作空間を定義する動作のセット
と、を有するトレーニングモデルを利用することが知られている。出力として、数学的な
表現又はアルゴリズムを参照する学習されたモデルが得られ、そのパラメータは、トレー
ニングの間に学習されたものであり、所与のシステムの特定の状態に対してそれぞれのと
り得る動作の値を計算するよう構成される。斯かる動作は、例えば範囲、大きさ、距離等
が制約されたものであっても良い、並進、回転、変形等のような変換動作を含み得る。生
成された後、所与の特定の状態に対して、それぞれの変換動作の値のためのモデルが、例
えば探索－活用（explore-exploit）アルゴリズムを用いて、クエリ送信されても良い。
例えば、最も高い値が、最も高い報酬を表し得、従って報酬関数による「最適な」変換動
作を表し得る。
【００１３】
　ＲＬアルゴリズムにおいて用いられる報酬関数は、変換される医療アトラスが医療画像
にどの程度マッチングするかを定量化し得る。例えば、医療アトラスがテンプレート画像
により構成されている場合、報酬関数は、医療画像の画素値と変換された医療アトラスと
の絶対差の合計（ＳＡＤ）であり得る。一般に報酬関数は、例えば医療アトラスが画像デ
ータにより表されるか及び／又は幾何学的データにより表されるかといった、医療アトラ
スのタイプにマッチングするよう選択され得る。
【００１４】
　本発明者は、強化学習はいわゆる遅延報酬をモデル化するのに好適であるため、医療ア
トラス登録の問題に強化学習が対処し得ると認識した。即ち、１つ以上の局所的な最小値
に隣接する大域的な最小値の医療アトラス登録における共存は、斯かる遅延報酬を表し得
、報酬（例えば該大域的な最小値に到達する）は遅延の後にのみ到達し得る（例えば、局
所的な最小値を大域的な最小値へと遷移させるときの即時の報酬における低減）。
【００１５】
　しかしながら、本発明者は更に、既知のＲＬアルゴリズムについては状態空間が高過ぎ
る次元を持つため、ＲＬは医療アトラス登録の問題に直接には適用されることができない
ことを認識した。即ち、状態空間は通常、医療アトラスの内容及び医療画像の内容を含み
、例えば画素値の全てを含み、過度に大きなサイズを持つ、ＲＬに適さない状態空間を導
出し得る。
【００１６】
　以上の手段によれば、状態空間は、低レベルのアトラスデータ又は画像データを直接用
いる代わりに、高レベルの特徴に基づいて決定される。即ち、特徴のセットは、アトラス
データ及び画像データから抽出される。そのため、有益であり冗長ではないことが意図さ
れる特徴は、例えば既知の特徴抽出アルゴリズムを用いて抽出され、それにより医療アト
ラス及び画像データの低減された表現が得られる。斯かる低減された表現は、低い次元を
持つ状態空間を実現する。効果的に、状態空間の次元低減が得られる。
【００１７】
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　以上の手法は、経験則の利用なく、又は低減された利用により、医療撮像におけるアト
ラス登録のためのモデルが得られるという効果を持つ。即ち、機械学習ベースの手法を用
いることにより、例えば種々のタイプの医療アトラス及び／又は医療画像といった、種々
のアトラスマッチング問題に対する解法が、容易に適用されることができる。特に、以上
の手法は、アトラス登録の問題に特に適し且つ少なくとも好適に低減された状態空間に基
づいて該問題に適用され得る機械学習アルゴリズムとして、強化学習を利用することを可
能とする。
【００１８】
　これに加えて、前記プロセッサは、前記医療アトラスに適用されるよう利用可能な変換
動作の所定のセットに基づいて、強化学習アルゴリズムのための動作空間を決定するよう
構成されても良い。強化学習は、動作として変換を提供することによりアトラス登録に適
用され得る。ここで、「変換動作」なる用語は、医療アトラスから医療画像への変換全体
のうちの一部を構成する変換を示し得る。例えば、変換動作は、選択された境界輪郭と関
連し得るか、又は選択された境界輪郭にのみ適用される。他の例は、或る変換動作が、選
択された境界輪郭の並進を定義し得、他の変換動作が、選択された境界輪郭の回転を定義
し得るものである。反復的にモデルをクエリ送信し変換動作を選択することにより、医療
アトラスに適用されたときに医療画像にマッチングするよう医療アトラスを変形する変換
動作のシーケンスが得られ、これにより医療画像に対する医療アトラスの登録が得られる
。強化学習アルゴリズムのための動作空間は、医療アトラスに適用されるよう利用可能な
変換動作の所定のセットに基づいて決定されても良い。例えば、変換動作のセットは、医
療アトラス定義の一部であっても良い。具体的な例は、輪郭又は輪郭のセットを定義する
医療アトラスに加えて、当該輪郭又は輪郭のセットのとり得るセットが、医療アトラス及
び／又はアトラスデータにより定義されても良い。
【００１９】
　前記動作空間は、種々のレベルに構造化されても良く、前記種々のレベルのそれぞれは
、前記変換動作のサブセットを有し、前記種々のレベルは、変換動作の階層を形成し、前
記強化学習アルゴリズムによる変換動作のシーケンスの選択が、前記階層における下向き
の進行に制約される。状態空間と同様に、動作空間も、ＲＬに直接に適用されるには大き
過ぎる見込みが高い。本発明者は、利用可能な全ての変換動作のサブセットのみを有する
レベルのそれぞれにより変換動作のシーケンスの数が減少させられ得るため、上述した論
文「Region segmentation in the frequency domain applied to upper airway real-tim
e magnetic resonance images」（IV.C節「Hierarchical Gradient Descent Procedure」
に記載された階層構造に関して、参照により本明細に組み込まれたものとする）に記載さ
れた変換の階層構造が、一般的に動作空間のサイズの低減をもたらすことを認識した。例
えば、該階層は、より制約の少ない変換動作から、より制約の大きな変換動作へのもので
あっても良い。特定の例においては、最も高い階層レベルは、大域的な又は領域的な変換
動作のみを有しても良く、後続する階層レベルは、局所的な変換動作のみを有しても良い
。ここで大域的、領域的及び局所的なる用語は、変換動作が適用される減少する空間的な
程度を示し得る。例えば、大域的な変換動作は、医療アトラスの全ての境界輪郭に適用さ
れ得、局所的な変換動作は、選択された境界輪郭にのみ適用され得る。本例においては、
付随する動作空間において、局所的な変換動作は、大域的な変換動作に後続され得ない。
以上の手法の効果は、例えば状態空間におけるいずれかの状態における、いずれかの時点
において利用可能な変換動作のセットが、ＲＬアルゴリズムのために管理可能とされる点
である。
【００２０】
　任意に、前記プロセッサは、機械学習アルゴリズムを用いて、アトラスデータ及び画像
データから抽出されるべき特徴のセットを学習するよう構成される。例えば、該プロセッ
サは、畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）又はオートエンコーダをアトラスデー
タ及び画像データに適用して、特徴のセットを決定するよう構成されても良い。ＣＮＮは
深層ＣＮＮであっても良い。該深層ＣＮＮ（「Human-level control through deep reinf
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orcement learning」（Nature 518、529-533、2015年2月26日）に記載されたDeepQ Netwo
rk手法に類似する）及び深層オートエンコーダアルゴリズムのような深層学習手法は、ア
トラスデータ及び画像データからの特徴抽出に適していることが見出されている。深層オ
ートエンコーダについては、ＲＬアルゴリズムとは独立して、状態空間表現モデル（オー
トエンコーダ）が学習され得ることに留意されたい。所与の状態について各動作の値をク
エリ送信するため深層ＣＮＮが直接に用いられる場合には、深層ＣＮＮのトレーニングが
ＲＬアルゴリズムにより実行されても良い。
【００２１】
　任意に、動作空間は、種々のレベル間の遷移を定義する１つ以上の遷移動作を有する。
レベルの１つ以上に遷移動作を追加することにより、ＲＬアルゴリズムの強化学習エージ
ェントが、特定のレベルにおいて動作を評価するか、又は種々のレベルの動作を評価する
異なるレベルに切り換えても良い。任意に、前記プロセッサは、機械学習アルゴリズムを
用いて又は所定の経験則を用いて、前記動作空間の階層構造化を実行するよう構成される
。
【００２２】
　任意に、前記プロセッサは、前記動作空間における現在のレベルに更に基づいて、強化
学習アルゴリズムのための状態空間を決定するよう構成される。該動作空間における現在
のレベルは、状態空間における現在の状態を同時に定義する。このことは、例えば大局的
な変換から局所的な変換のような、階層的な態様で医療アトラスを変換するよう、ＲＬア
ルゴリズムが学習することを可能とし得る。例えば、現在レベル変数は、深層ＣＮＮの場
合には医療アトラス概念に「添付」され得る。深層エンコーダの場合には、当該変数は、
ＲＬエージェントへの入力として用いられ得、次いで現在の状態において利用可能な変換
動作の数を制限することを可能とし得る。
【００２３】
　任意に、前記プロセッサは、前記医療アトラスにおける目印を定義する目印データに更
に基づいて、強化学習アルゴリズムのための状態空間を決定するよう構成される。該医療
アトラスは、他の解剖学的構造を位置決めするための向きの点として用いられ得る解剖学
的構造を指す、医療アトラスにおける目印を定義する目印データにより付随され得る。斯
かる目印は、強化学習アルゴリズムの状態関数を決定するための特徴として、直接的に又
は間接的に用いられ得る。
【００２４】
　任意に、医療画像に適用されるのに利用可能な変換動作のセットは、アトラスデータに
より定義される。
【００２５】
　任意に、強化学習アルゴリズムは、深層強化学習アルゴリズムである。
【００２６】
　上述した本発明の実施例、実装及び／又は任意の態様の２つ以上が、有用と考えられる
いずれの態様で組み合わせられても良いことは、当業者には理解されるであろう。
【００２７】
　該システムの説明された変更及び変形に対応する、方法及び／又はコンピュータプログ
ラムの変更及び変形は、本明細書に基づいて当業者により実行され得る。
【００２８】
　該システム及び方法は、限定するものではないが、例えば標準的なＸ線撮像、コンピュ
ータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）、超音波（ＵＳ）、陽電子放出断層撮影
（ＰＥＴ）、単光子放出コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）及び各医学（ＮＭ）のよう
な、種々の取得モダリティにより取得された、例えば２次元（２Ｄ）、３次元（３Ｄ）又
は４次元（４Ｄ）画像のような多次元画像データに適用され得ることは、当業者は理解す
るであろう。
【００２９】
　本発明のこれらの及び他の態様は、以下の説明において例として記載された実施例を参
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照しながら、また以下に説明される実施例を参照しながら、説明され明らかとなるであろ
う。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】医療画像におけるアトラス登録を可能とするためのシステムを示す。
【図２（Ａ）】人間の声道における解剖学的構造を示す。
【図２（Ｂ）】人間の声道についての医療アトラスを示す。
【図２（Ｃ）】医療アトラスの画像モデルを示す。
【図３（Ａ）】患者の声道の医療画像を示す。
【図３（Ｂ）】医療画像に医療アトラスが登録されていないか又は大局的には登録されて
いない、医療画像に重畳する医療アトラスを示す。
【図３（Ｃ）】強化学習により学習されたモデルに従って医療画像に登録された医療アト
ラスを示す。
【図４】医療アトラスの登録を最適化する処理を示す。
【図５】医療画像におけるアトラス登録を可能とする方法を示す。
【図６】プロセッサシステムに本方法を実行させるための命令を有するコンピュータ読み
取り可能な媒体を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図面は単に図式的なものであり、定縮尺で描かれていないことは、留意されるべきであ
る。図面において、既に説明された要素に対応する要素は、同じ参照番号を持ち得る。
【００３２】
　図１は、医療画像におけるアトラス登録を可能とするためのシステム１００を示す。シ
ステム１００は、医療アトラスを定義するアトラスデータ０２２にアクセスするための第
１の入力インタフェース１２０と、医療画像の画像データ０４２にアクセスするための第
２の入力インタフェース１４０と、を有するものとして示される。図１の例においては、
これらタイプのデータは、別個の保存部、即ちアトラスデータ保存部０２０及び画像デー
タ保存部０４０からアクセスされるものとして示される。例えば、アトラスデータ保存部
０２０及び／又は画像データ保存部０４０は、システム１００が接続され得る又は有し得
る、病院情報システム（ＨＩＳ）の画像保存及び通信システム（ＰＡＣＳ）の一部により
構成されるか、又は該一部であっても良い。従って、システム１００は、ＨＩＳを介して
アトラスデータ０２０及び／又は画像データ０４０へのアクセスを得ても良い。代替とし
ては、アトラスデータ０２０及び／又は画像データ０４０は、システム１００の内部デー
タ保存部からアクセスされても良い。一般的に、入力インタフェース１２０、１４０のそ
れぞれ又は両方のタイプは、例えばローカルエリアネットワーク又は例えばインターネッ
トのようなワイドエリアネットワークへのネットワークインタフェース、内部又は外部デ
ータ記憶部への記憶部インタフェース等のような、種々の形をとり得る。
【００３３】
　システム１００は更に、アトラスデータ０２０及び画像データ０４２へのアクセスを得
るためそれぞれの入力インタフェース１２０、１４０に接続された、プロセッサ１６０を
有する。プロセッサ１６０は、システム１００の動作の間、医療アトラスを医療画像にマ
ッチングするためのモデルを学習するよう強化学習アルゴリズムを実行するよう構成され
、ここで該学習は、医療アトラスと医療画像との間のマッチングの度合いを定量化する報
酬関数に基づくものである。更に、該実行の前に又は該実行の一部として、プロセッサ１
６０は、ｉ）アトラスデータ及びii）画像データから抽出された特徴のセットに基づいて
、強化学習アルゴリズムのための状態空間を決定し、医療アトラスに適用されるのに利用
可能な変換動作のセットに基づいて、強化学習アルゴリズムのための動作空間を決定して
も良い。そのため、強化学習アルゴリズムは、該決定された状態空間及び動作空間に基づ
いて実行されても良い。出力として、プロセッサ１６０は、学習されたモデルを表すモデ
ルデータ０６２を生成しても良い。図１には明示的に示されていないが、モデルデータ０
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６２は、例えばデータベースに保存されても良く、アトラス登録を実行するためにシステ
ム１００により利用されても良く、アトラス登録を実行するため他のシステム又は装置に
供給されても良い、等する。
【００３４】
　種々の動作態様を含む、システム１００の種々の動作は、図２乃至４を参照しながら更
に説明される。
【００３５】
　システム１００は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、サーバ又は撮像装
置のような、単一の装置又は機器として、又は斯かる単一の装置又は機器において、実装
されても良い。該装置又は機器は、適切なソフトウェアを実行する１つ以上のマイクロプ
ロセッサを有しても良い。該ソフトウェアは、例えばＲＡＭのような揮発性メモリ、又は
フラッシュのような不揮発性メモリといった、対応するメモリにダウンロード及び／又は
保存されていても良い。代替としては、例えば第１の入力インタフェース、第２の入力イ
ンタフェース及びプロセッサのような、該システムの機能ユニットは、例えばフィールド
プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）のようなプログラム可能な論理回路の形で該装
置又は機器に実装されても良い。一般的に、該システムの各機能ユニットは、回路の形で
実装されても良い。システム１００は、例えば種々の装置又は機器を含む、分散された態
様で実装されても良い。例えば、該分散は、クライアント－サーバモデルに従うものであ
っても良い。
【００３６】
　図２Ａは、アトラス登録の適用領域の例として、本図及び以下の図において利用される
、人間の声道における解剖学的構造を示す。特に、図２Ａは、舌、硬口蓋、喉頭蓋、声門
及び咽頭壁を含む、人間の声道の正中縦断図における解剖学的構造の選択を示す。
【００３７】
　図２Ｂは、人間の声道についての医療アトラスを示す。本例においては、該アトラスは
、人間の声道の正中縦断図において、解剖学的構造の幾何学的な記載を有し、アトラスデ
ータが、解剖学的構造の境界輪郭を定義する。特に、アトラス３００は、３つの別個の対
象領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３の境界を有するものとして示される。更に、図２ＢにおいてＰＸ

により示される、例えば目印データの形をとる、境界輪郭に沿った種々の目印が定義され
ている。
【００３８】
　図２Ｃは、医療アトラスの幾何学的記述に任意に付随していても良く、本例においては
ＭＲＩスキャンに起因する一般的に予測される強度画像に図２のトポロジカルな情報を関
連付け得る、医療アトラスの画像モデル３１０を示す。画像モデル３１０は、空気を表す
黒の背景に対して、組織を表す３つの等しい強度の領域を持つよう理想化されて示される
。
【００３９】
　図３Ａは、患者の声道の医療画像３２０を示す。当該医療画像３２０は、図２Ｂの医療
アトラス３００として、声道のおよそ同じ視野（ＦＯＶ）を提供し、従って解剖学的な組
織の同じ全体的な構造を示す。しかしながら、解剖学的な組織の正確な形状及び位置は、
医療アトラスによる表現とは正確には異なる。従って、医療アトラスを医療画像３２０に
単純に適用することはできない。即ち、斯かる適用の結果は図３Ｂに示され、ここでは医
療アトラス３００の境界輪郭が、医療画像３２０に示された解剖学的な組織とマッチング
していないことが分かる。大域的な登録もまた、所望のマッチングを導出しないことに留
意されたい。
【００４０】
　図３Ｃは、強化学習により学習されるモデルに従って医療画像に登録された医療アトラ
スを示す。マッチングの品質は、Erik Breschらによる論文「Region segmentation in th
e frequency domain applied to upper airway real-time magnetic resonance images」
（Medical Imaging, IEEE Transactions on 28.3（2009年）:323-338）に記載された登録
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技術により得られるものと同様であっても良い。しかしながら、上述の論文において提案
された方法は、経験的にのみ正当化された経験則要素を用い、当該特定のアトラスに対し
てのみ設計されたものである。強化学習は、種々の解剖学的構造、種々の身体部分、種々
のタイプのアトラス、種々の画像モダリティ、等のような、種々のアトラスのマッチング
問題について、モデルが学習されることを可能とする。
【００４１】
　即ち、探索により変換動作の最適なシーケンスを学習するために合理的な手法が適用さ
れる点において、アトラス登録の問題が本発明者により強化学習の枠組みにはめ込まれる
。しかしながら、本発明者は、アトラス登録を強化学習問題としてはめ込むためには、２
つの大きな課題があり得ることを認識した。即ち、ＲＬアルゴリズムへの入力は、医療画
像及び医療アトラスであり、後者は典型的には、幾何学的な記述及び／又はテンプレート
画像である。ＲＬアルゴリズムについての状態として当該入力を利用することは、画像デ
ータ及びアトラスデータの高い次元が、ＲＬについての状態として直接に用いられるのに
適していない点において、第１の課題をもたらす。従って、特徴のセットが、アトラスデ
ータ及び画像データから抽出される。該特徴のセットは、手動で定義されても良い。代替
としては、抽出されるべき該特徴のセットは、機械学習アルゴリズムを用いて学習されて
も良い。特に、入力として画像データ及びアトラスデータを用いて高レベルの状態空間表
現を生成するために、深層畳み込みニューラルネットワークが利用されても良い。当該高
レベルの状態空間は典型的には、対処可能なサイズを持ち、効率の良い強化学習を可能と
する。
【００４２】
　アトラス登録を強化学習問題としてはめ込む他の課題は、典型的にアトラスへの全ての
とり得る変換が、ＲＬの枠組みにおいて動作として定義される必要がある点である。しか
しながら、典型的には大量の利用可能な変換があり、動作空間を大きくする。この問題に
対処するため、変換動作は、階層的に構造化されても良い。アトラスへの変換の階層的な
構造化は、例えばErik Breschらによる上述の論文において記載されているように、効率
的な経験則設計を可能とする、アトラス登録の分野において知られた手法である。当該手
法は、ＲＬの枠組み内で適用されることができ、それによりＲＬの枠組みについて管理可
能ないずれの時点においても、利用可能な変換動作のセットを作成する。
【００４３】
　動作空間がどのように階層的に構造化され得るかの例として、Erik Breschらによる上
述の論文の節IV.C「Hierarchical Gradient Descent Procedure」に記載された階層的な
構造化が、ここで参照により本明細に組み込まれたものとする。即ち、声道の記載された
モデルは、以下の４つのレベルに階層的に構造化された変換動作によって最適化されても
良い。
・レベル１：変換動作として、３領域モデル幾何全体の変換及び回転のみを許容し、これ
により対象の面内の頭部の動きを補償する。
・レベル２：変換動作として、各領域の境界の変換及び回転のみを許容し、これにより粗
い現在の声道の姿勢にモデルをフィッティングする。
・レベル３：変換動作として、上述した論文の表III乃至表Ｖのセクション毎のブーステ
ィング関数に従う、各解剖学的なセクションの、例えば並進、回転及びスケーリングのよ
うな、堅固な変換のみを許容する。
・レベル４：変換動作として、全ての領域の個々の頂点の全ての独立した動きを許容する
。
【００４４】
　斯くして、当該手法は、最初に好適な大局的なマッチングを見つけるよう試み、次いで
より小さな詳細の最適化へとズームする。斯くして、ＲＬアルゴリズムは、高いレベルの
動作が、低いレベルの動作によってのみ後続され、その逆はない点において、動作を制約
され得る。以上は限定するものではない例であり、例えば種々のタイプの医療画像、種々
のタイプの医療アトラスのような、動作空間を階層的に構造化する代替の方法も、当業者
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には想到可能であることは、理解であるであろう。
【００４５】
　医療アトラス登録に対する強化学習の提案される適用を更に参照しながら、以下が言及
される。一般的なシステムのモデルは、環境に対する動作を実行し得るエージェントを有
しても良く、一方で該エージェントは、環境の現在の状態及び現在の報酬についての情報
を受信しても良い。エージェントのタスクは、一時的に最適ではない動作を選択すること
を意味する場合であっても、将来における報酬を最大化する動作を選択するものであって
も良い。しかしながら、エージェントが追従するべき好適な方針は何か、そして該方針は
どのように実装されるべきか。Bresch及びNarayananは、試行錯誤を用いて人間により設
計された固定スケジュールの方針を以前に実装している。より合理的で適応的な手法は、
強化学習の理論からもたらされている。該システムの核は、状態機械として一般に実装さ
れる、強化学習エージェント（ＲＬＡ）である。概して、該エージェントは、システムを
所望の状態へとするステップの最適なシーケンスを見つけることにより、マルコフ決定処
理（ＭＤＰ）を解き得る。
【００４６】
　本発明の有利な実施例においては、ＲＬＡが、医療アトラスを変換する動作を実行する
ことを可能とされ、現在の報酬情報に基づいて、及びセンサ入力：Ｑ＝ｆ（入力画像、ア
トラス、動作）から深層ニューラルネットワークにより生成されたものであっても良い「
Ｑ」情報に基づいて、どのように医療アトラスを変換するかについての決定を為す（例え
ばBellman方程式を解くことにより）ことを可能とされても良い。Ｑ情報は、いずれかの
とり得る動作について（将来の）予測される報酬の推定値をＲＬＡが計算することを可能
とし得、従ってＲＬＡは、利用可能な変換可能性を最適に利用して、好適な動作選択を為
し得る。更に、ＲＬＡは、動作の報酬－結果を探索し、当該学習された情報を深層ニュー
ラルネットワークに保持しても良い。このために、ＲＬＡはまた、深層ニューラルネット
ワークの更新を管理しても良い。最初に、深層ニューラルネットワークは、ランダム的に
初期化されても良いし、又は、以前の画像登録から既に予め保持されていても良い。その
ため、該システムにおけるドメイン特有の要素は、
  例えば医療画像とこれまでに登録された医療アトラスとの間の差分画像のエネルギーで
ある、報酬関数と、
  アトラス、該アトラスのパラメータ化、及び該アトラスの変換動作セットと、
であっても良い。
【００４７】
　図４は、医療アトラスの登録を最適化する処理を示す。ここで、医療画像３２０（図４
において「画像」と示される）並びに医療アトラス３００及び付随する画像モデル３１０
が、入力として用いられる。特に、医療アトラス３００及び付随する画像モデル３１０は
、モデルのパラメータセットＰ（「アトラス（Ｐ）」と示される）により変換されている
限り利用され、該セットは、これまでに適用された変換動作を表しても良い。医療画像３
２０と医療モデル３１０との間の差分が決定され、差分画像（「差分画像」と示される）
を導出しても良い。次いで、差分画像のエネルギーが、エネルギー関数（「エネルギー（
差分画像）」と示される）によって決定されても良く、該エネルギーは、医療画像３２０
とこれまでに登録された画像モデル３１０との間のミスマッチの度合いの定量化を表して
も良い。事実上、差分画像のエネルギーの最小化が、報酬を表し得る。強化学習は、例え
ば差分画像のエネルギーの最小化を与えるもののような、適切に構成された報酬関数を利
用しても良い。次いで、モデルのパラメータのセットＰが、ＲＬアルゴリズムにより調節
されても良い（「Ｐを調節」と示される）。以上に説明された処理は、差分画像のエネル
ギーが最小化されるまで繰り返されても良い。図５は、医療画像におけるアトラス登録を
可能とするための方法２００を示す。方法２００は、必須ではないが、図１を参照しなが
ら説明されたシステム１００の動作に対応しても良いことに留意されたい。
【００４８】
　方法２００は、「アトラスデータにアクセス」と示された動作において、医療アトラス
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を定義するアトラスデータにアクセスするステップ（２１０）を有しても良い。方法２０
０は更に、「画像データにアクセス」と示された動作において、医療画像の画像データに
アクセスするステップ（２２０）を有しても良い。方法２００は更に、「状態空間を定義
」と示された動作において、ｉ）アトラスデータ及びii）画像データから抽出された特徴
のセットに基づいて、強化学習アルゴリズムのための状態空間を定義するステップ（２３
０）を有しても良い。方法２００は更に、「動作空間を決定」と示された動作において、
医療アトラスに適用されるのに利用可能な変換動作のセットに基づいて強化学習アルゴリ
ズムのための動作空間を定義するステップ２４０を有しても良い。方法２００は更に、「
ＲＬアルゴリズムを実行」と示された動作において、医療アトラスを医療画像にマッチン
グさせるためのモデルを学習するため強化学習アルゴリズムを実行するステップ（２５０
）を有しても良く、ここで該学習は、医療アトラスと医療画像との間のマッチングの度合
いを定量化する報酬関数に基づくものである。以上の動作は、例えば連続して、同時に、
又はこれの組み合わせのような、いずれの適切な順序で実行されても良く、このとき利用
可能であれば、例えば入力／出力関係のような、特定の順序が必要とされても良い。
【００４９】
　方法２００は、コンピュータ実装された方法としてコンピュータ上で、専用のハードウ
ェアとして、又はこれらの組み合わせとして、実装されても良い。同様に図６に示された
ように、例えば実行可能なコードのようなコンピュータのための命令が、例えば一連の機
械読み取り可能な物理的なマーク２７０及び／又は例えば磁気的又は光学的な特性又は値
のような種々の電気的な特性又は値を持つ及び／又は一連の要素の形で、コンピュータ読
み取り可能な媒体２６０に保存されても良い。実行可能なコードは持続性の態様又は非持
続性の態様で保存されても良い。コンピュータ読み取り可能な媒体の例は、メモリ装置、
光学記憶装置、集積回路、サーバ、オンラインソフトウェア等を含む。図６は、光ディス
ク２６０を示す。
【００５０】
　本出願の要約によれば、医療画像におけるアトラス登録を可能とするためのシステム及
び方法であって、前記アトラス登録は、医療画像に医療アトラスをマッチングするステッ
プを有する、システム及び方法が提供され得る。該システム及び方法は、該医療画像に該
医療アトラスをマッチングするためのモデルを学習するための強化学習アルゴリズムを実
行しても良く、該学習は、該医療アトラスと該医療画像との間のマッチングの度合いを定
量化する報酬関数に基づくものである。ＲＬアルゴリズムの状態空間は、ｉ）アトラスデ
ータと、ii）画像データと、から抽出された特徴のセットに基づいて決定されても良い。
更に、ＲＬアルゴリズムのための動作空間が、該医療アトラスに適用されるために利用可
能な変換動作の所定のセットに基づいて決定されても良い。そのため、経験則を用いるこ
となく、又は経験則の限られた利用のみを伴って、医療画像におけるアトラス登録のため
のモデルが得られ得る。機械学習ベースの手法を用いることにより、例えば種々のタイプ
の医療アトラス及び／又は医療画像に対してのような、種々のアトラスマッチング問題に
対する解法が利用され得る。
【００５１】
　医療画像への医療アトラスのマッチングは、医療アトラスに対する医療画像のマッチン
グをも含むものとして理解されるべきであることは、理解されるであろう。
【００５２】
　例、実施例又は動作特徴は、限定するものではないと示されたか否かにかかわらず、請
求される本発明を限定するものとして理解されるべきではない。
【００５３】
　本発明は、コンピュータプログラム、特に本発明を実行するように構成された、担体上
又は担体中のコンピュータプログラムにも適用されることは、理解されるであろう。該プ
ログラムは、ソースコード、オブジェクトコード、部分的にコンパイルされた形態のよう
なコード中間ソース及びオブジェクトコード、又は本発明による方法の実装における使用
に適した他のいずれかの形態であっても良い。斯かるプログラムは、多くの異なる構造的
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な設計を持ち得ることも理解されるであろう。例えば、本発明による方法又はシステムの
機能を実装するプログラムコードは、１つ以上のサブルーチンに分割されても良い。これ
らサブルーチンに機能を分散させる多くの方法が、当業者には明らかであろう。これらサ
ブルーチンは、１つの実行可能ファイルに合わせて保存され、内蔵型プログラムを形成し
ても良い。斯かる実行可能ファイルは、例えばプロセッサ命令及び／又はインタプリタ命
令（例えばＪａｖａ（登録商標）インタプリタ命令）のような、コンピュータ実行可能な
命令を有しても良い。代替として、これらサブルーチンの１つ以上又は全てが、少なくと
も１つの外部のライブラリファイルに保存され、例えば実行時に、静的又は動的にメイン
プログラムとリンクされても良い。メインプログラムは、これらサブルーチンの少なくと
も１つに対する少なくとも１つの呼び出しを含む。また、これらサブルーチンは、互いに
対する関数呼び出しを有しても良い。コンピュータプログラムに関連する実施例は、開示
された方法の少なくとも１つの処理ステップの各々に対応するコンピュータ実行可能な命
令を有する。これら命令はサブルーチンに分割されても良く、及び／又は静的又は動的に
リンクされ得る１つ以上のファイルに保存されても良い。コンピュータプログラムに関連
する他の実施例は、開示されたシステム及び／又はコンピュータプログラムの少なくとも
１つの手段の各々に対応するコンピュータ実行可能な命令を有する。これら命令はサブル
ーチンに分割されても良く、及び／又は静的又は動的にリンクされ得る１つ以上のファイ
ルに保存されても良い。
【００５４】
　コンピュータプログラムの担体は、該プログラムを担持することが可能ないずれのエン
ティティ又は装置であっても良い。例えば、該担体は、例えばＣＤ－ＲＯＭ若しくは半導
体ＲＯＭといったＲＯＭのような記憶媒体、又は例えばハードディスクのような磁気記録
媒体を含んでも良い。更に、該担体は、電気若しくは光ケーブル、無線、又はその他の手
段を介して搬送され得る、電気又は光信号のような、送信可能な媒体であっても良い。該
プログラムが斯かる信号において実施化される場合には、該担体は斯かるケーブル又はそ
の他の装置若しくは手段により構成されても良い。代替として、該担体は、関連する方法
を実行するように又は関連する方法の実行における使用のために構成された、該プログラ
ムが組み込まれた集積回路であっても良い。
【００５５】
　上述の実施例は本発明を限定するものではなく説明するものであって、当業者は添付す
る請求項の範囲から逸脱することなく多くの代替実施例を設計することが可能であろうこ
とは留意されるべきである。請求項において、括弧に挟まれたいずれの参照記号も、請求
の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。動詞「有する（comprise）」及び
その語形変化の使用は、請求項に記載されたもの以外の要素又はステップの存在を除外す
るものではない。要素に先行する冠詞「１つの（a又はan）」は、複数の斯かる要素の存
在を除外するものではない。本発明は、幾つかの別個の要素を有するハードウェアによっ
て、及び適切にプログラムされたコンピュータによって実装されても良い。幾つかの手段
を列記した装置請求項において、これら手段の幾つかは同一のハードウェアのアイテムに
よって実施化されても良い。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているとい
う単なる事実は、これら手段の組み合わせが有利に利用されることができないことを示す
ものではない。
【符号の説明】
【００５６】
０２０　アトラスデータ保存部
０２２　医療アトラスを定義するアトラスデータ
０４０　画像データ保存部
０４２　医療画像の画像データ
０６２　モデルを表すモデルデータ
１００　アトラス登録を可能とするためのシステム
１２０　第１の入力インタフェース
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１４０　第２の入力インタフェース
１６０　プロセッサ
２００　アトラス登録を可能とするための方法
２１０　アトラスデータにアクセスする
２２０　画像データにアクセスする
２３０　状態空間を決定する
２４０　動作空間を決定する
２５０　ＲＬアルゴリズムを実行する
２６０　コンピュータ読み取り可能な媒体
２７０　持続性データとして保存された命令
３００　（未登録の）医療アトラス
３０２　登録された医療アトラス
３１０　医療アトラスの画像モデル
３２０　医療画像

【要約】
　医療画像におけるアトラス登録を可能とするためのシステム及び方法であって、前記ア
トラス登録は、医療画像３２０に医療アトラス３００、３０２をマッチングするステップ
を有する、システム及び方法が提供される。該システム及び方法は、該医療画像に該医療
アトラスをマッチングするためのモデルを学習するための強化学習アルゴリズムを実行し
ても良く、該学習は、該医療アトラスと該医療画像との間のマッチングの度合いを定量化
する報酬関数に基づくものである。ＲＬアルゴリズムの状態空間は、ｉ）アトラスデータ
と、ii）画像データと、から抽出された特徴のセットに基づいて決定されても良い。その
ため、経験則を用いることなく、又は経験則の限られた利用のみを伴って、医療画像にお
けるアトラス登録のためのモデルが得られ得る。機械学習ベースの手法を用いることによ
り、例えば種々のタイプの医療アトラス及び／又は医療画像に対してのような、種々のア
トラスマッチング問題に対する解法が利用され得る。
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              特開２００４－１８８２０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０９２９２４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　６／００　　－　６／１４
              Ａ６１Ｂ　　　５／０５５
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００
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